
資産税宿泊ゼミ 2020 を終えて 

 

昨今の新型コロナの影響で開催が心配されましたが、 

10 月 22 日（木）～24 日（土）の 2 泊 3 日で 

笹岡宏保先生による資産税宿泊ゼミを開催しました。 

3 回目を迎える今回は北海道。函館空港からバスで 

1 時間程の大沼公園が今回の開催地です。大沼公園

は紅葉が有名な場所で一番見頃な時期です。 

駒ケ岳をバックに紅葉を見渡せる全面ガラス張りの会場は

最高のロケーションでした。 

この様な時期にも関わらず、北海道から沖縄まで総勢 34

名の方にご参加頂きました。 

今回は以下の項目を裁判例、裁決事例から徹底的に解

説して頂きました。何れも初めて解説頂く事例です。 

①【国税通則法】重加算税の取扱い［隠ぺい・仮装の認定］ 

②【相続税】遺産分割の成立による更生の請求を実施する場合における株式評価額の変更の

可否（確定判決に基づく株式評価額の変更があった場合の取扱い） 

③【譲渡所得税】相続により取得した居住用買換資産に係る『所得価額引継整理票』について 

④【相続税】相続開始直前における多額の株式売却代金が相続税の申告に反映されていなか

った場合の取扱い 

⑤【贈与税】贈与の合意があったか否かに係る事実認定［夫婦間における現金の贈与の有無と

立証挙証の水準］ 

⑥【財産評価】『時価』の意義［利害関係が対立する純然たる第三者間で取引された価額をもっ

て相続財産に価額とすることの可否］ 

夕食はソーシャルディスタンスを保って、着席型のコース料理。北海道の大地の幸をご堪

能頂きながら、豪華景品が当たる恒例のクイズ大会を開催。5 人に 1 人の確立で景品

が当たります。来年度無料参加券を獲得した先生、おめでとうございます！ 

  

↑お部屋 

夕食のコース料理(一部)→ 

←会場からの景色 



2 日目の夜は皆さんお待ちかねのスペシャルセミナー。 

今回のテーマは『認知症にならない生活の仕方』。認知症の種類、要因、発症、原

因を基に認知症にならないための食生活について 1 時間講演頂きました。笹岡先生の税

務以外のセミナーを聞けるのはこの機会だけでしょう。いつも 1 時間が短く感じます！ 

 

昨日は風雨が強くどうなるかと心配でしたが、最終日の天気は晴れ！セミナーはお昼で終

了し、午後は半日観光で大沼公園へ。大沼湖、小沼湖を遊覧船に乗って水上散策。

遊覧船から見る紅葉は想像以上の絶景で、写真映え間違いなし！ちなみに、大沼公園

は新日本三景の 1 つだそうです。 

 

その後、時間に余裕がある方だけ山川牧場ミルクプラントへ。ここのソフトクリームは笹岡先

生イチオシ。「ホルスタイン牛」と「ジャージー牛」から朝に絞った新鮮な生乳を絶妙な配合

でブレンドしているので風味は抜群。その頃、丁度、空に虹が出て、紅葉と虹をバックに 2

個、3 個と食べている方もいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は、ずっと自粛、自粛で、人と会う機会も減り、特に大人数で話や食事をする機会も

ありませんでした。久しぶりにお会いした先生方の元気な姿を見ることができ、また、新型コ

ロナを忘れさせる程、笑い声が絶えない 3 日間でした。笹岡先生をはじめ、ご参加頂きま

した先生方のご協力のお陰で、感染者を出すことなく無事終了しましたことを改めて御礼

申し上げます。 

 

そして、早速次回の宿泊ゼミも確定しました！ 



資産税宿泊ゼミ 2021 

日時：2021 年 11 月 7 日（日）～9 日（火） 

会場：ANA インターナショナル石垣リゾート 沖縄県石垣市真栄里 354-1  

 

詳細は近日中にホームページに掲載します。 

是非ご参加お待ちしております！！！ 

 

 

 


